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第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る

資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一

大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
、
か
つ
、
六
十
二
単
位

以
上
を
修
得
し
た
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
高
等
学
校
を
卒
業
し

た
者
又
は
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
六
条

各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
、
受
験
し
よ
う
と
す
る

幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験
の
施
行
の
日
の
属
す
る

年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
満
二
十
歳
以
上

の
も
の

第
九
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
行
政
手
続
法
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を

行
っ
た
場
合
は
、
当
該
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付

情
報
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
三
条
第
三
項
の
改
正
規

定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成

十
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。

第
三
章

編
制

（
授
業
を
受
け
る
生
徒
数
）

第
七
条

同
時
に
授
業
を
受
け
る
一
学
級
の
生
徒
数
は
、

四
十
人
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、特
別
の
事
情
が
あ
り
、

か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
教
諭
の
数
等
）

第
八
条

高
等
学
校
に
置
く
教
頭
の
数
は
当
該
高
等
学
校

に
置
く
全
日
制
の
課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
ご
と
に
一

人
以
上
と
し
、
教
諭
の
数
は
当
該
高
等
学
校
の
収
容
定

員
を
四
十
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
、
か
つ
、
教
育
上

支
障
が
な
い
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
教
諭
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教

育
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
助
教
諭
又
は
講
師
を
も
っ

て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

高
等
学
校
に
置
く
教
員
等
は
、
教
育
上
必
要
と
認
め

ら
れ
る
場
合
は
、
他
の
学
校
の
教
員
等
と
兼
ね
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
養
護
教
諭
等
）

第
九
条

高
等
学
校
に
は
、
相
当
数
の
養
護
教
諭
そ
の
他

の
生
徒
の
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
を
置
く
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
習
助
手
）

第
十
条

高
等
学
校
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
相
当
数
の
実

習
助
手
を
置
く
も
の
と
す
る
。

（
事
務
職
員
の
数
）

第
十
一
条

高
等
学
校
に
は
、
全
日
制
の
課
程
及
び
定
時

制
の
課
程
の
設
置
の
状
況
、
生
徒
数
等
に
応
じ
、
相
当

数
の
事
務
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
己
評
価
等
）

第
三
条

高
等
学
校
は
、そ
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
り
、

当
該
高
等
学
校
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
当
該
高
等

学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い

て
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
同

項
の
趣
旨
に
即
し
適
切
な
項
目
を
設
定
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
）

第
四
条

高
等
学
校
は
、
当
該
高
等
学
校
の
教
育
活
動
そ

の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
、
保
護
者
等
に
対

し
て
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

学
科

（
学
科
の
種
類
）

第
五
条

高
等
学
校
の
学
科
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

普
通
教
育
を
主
と
す
る
学
科

二

専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科

三

普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
選
択
履
修
を
旨
と
し

て
総
合
的
に
施
す
学
科

第
六
条

前
条
第
一
号
に
定
め
る
学
科
は
、
普
通
科
と
す

る
。

２

前
条
第
二
号
に
定
め
る
学
科
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

一

農
業
に
関
す
る
学
科

二

工
業
に
関
す
る
学
科

三

商
業
に
関
す
る
学
科

四

水
産
に
関
す
る
学
科

五

家
庭
に
関
す
る
学
科

六

看
護
に
関
す
る
学
科

七

情
報
に
関
す
る
学
科

八

福
祉
に
関
す
る
学
科

九

理
数
に
関
す
る
学
科

十

体
育
に
関
す
る
学
科

十
一

音
楽
に
関
す
る
学
科

十
二

美
術
に
関
す
る
学
科

十
三

外
国
語
に
関
す
る
学
科

十
四

国
際
関
係
に
関
す
る
学
科

十
五

そ
の
他
専
門
教
育
を
施
す
学
科
と
し
て
適
当
な

規
模
及
び
内
容
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
科

３

前
条
第
三
号
に
定
め
る
学
科
は
、総
合
学
科
と
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）、
社

会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
一
号
）

及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の

ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
並
び
に
小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通

免
許
状
授
与
に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免

許
状
授
与
に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

河
村

建
夫

小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授
与

に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授
与
に
係

る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
九
年
文
部
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
規
定
す
る
」
の
下
に
「
知
的
障
害

者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、」を
加
え
、
同
条
第
八
号
及

び
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

九

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設

の
ぞ
み
の
園
法（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国

立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置

す
る
施
設

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
条
第
六

号
の
改
正
規
定
は
、
社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社
会
福

祉
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
第
六
条
の
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
、
同
条
第
八
号
の
改
正
規
定
は
、
独

立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
福
祉
施
設
の
ぞ

み
の
園
の
設
立
の
日
か
ら
、同
条
第
九
号
の
改
正
規
定
は
、

介
護
保
険
法
の
施
行
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
二
十
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
等
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
二

十
三
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

河
村

建
夫

高
等
学
校
設
置
基
準

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
e

第
四
条
）

第
二
章

学
科
（
第
五
条
・
第
六
条
）

第
三
章

編
制
（
第
七
条
e

第
十
一
条
）

第
四
章

施
設
及
び
設
備
（
第
十
二
条
e

第
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

高
等
学
校
は
、
学
校
教
育
法
そ
の
他
の
法
令
の

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
省
令
で
定
め
る
設
置
基
準
は
、
高
等
学
校
を
設

置
す
る
の
に
必
要
な
最
低
の
基
準
と
す
る
。

３

高
等
学
校
の
設
置
者
は
、
高
等
学
校
の
編
制
、施
設
、

設
備
等
が
こ
の
省
令
で
定
め
る
設
置
基
準
よ
り
低
下
し

た
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、

こ
れ
ら
の
水
準
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
設
置
基
準
の
特
例
）

第
二
条

公
立
の
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教

育
委
員
会
、
私
立
の
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県

知
事
（
以
下
「
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
」
と
い
う
。）

は
、
高
等
学
校
に
全
日
制
の
課
程
及
び
定
時
制
の
課
程

を
併
置
す
る
場
合
又
は
二
以
上
の
学
科
を
設
置
す
る
場

合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
合
に
お
い
て
、
教
育
上

支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
高
等
学
校
の
編
制
、

施
設
及
び
設
備
に
関
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

に
お
い
て
、
こ
の
省
令
に
示
す
基
準
に
準
じ
て
、
別
段

の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
攻
科
及
び
別
科
の
編
制
、
施
設
、
設
備
等
に
つ
い

て
は
、
こ
の
省
令
に
示
す
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
教
育
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
は
、
専
攻
科
及
び
別
科

の
編
制
、
施
設
及
び
設
備
に
関
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ

る
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
省
令
に
示
す
基
準
に
準
じ

て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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